
Title ＥＵ私法の展開（１）

Author(s) 角田, 光隆; THUNODA, Mitsutaka

Citation 北大法学論集, 55(1), 338-292

Issue Date 2004-05-06

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/15275

Type departmental bulletin paper

File Information 55(1)_p338-292.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



r----ーーー 可

l' ーーーーーー 11 

1l講演ll 

EU私法の展開 (1) 

角田光隆
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1.はじめに

1. 1 欧州共同体に関連した民事法学の経緯

国家単位の法制度の比較法的考察が存在していたとはいえ、欧州共同

体に関連した民事法学は1950年の欧州評議会における欧州人権条約の採

択と欧州人権裁判所による家族法領域の判例の形成を契機として、 1957

年の欧州経済共同体条約の締結によって、構成田の聞に共同市場を組織

するための人・サービス・資本の流通に対するすべての障害を除去する
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ことや企業間の自由な競争を実現することが目的とされたために、商法

の領域において市場のアクセスと競争の自由、会社法または銀行の地位

や活動内容について調和化を進めることが研究されたことから始まる。

1989年の欧州社会権憲章の採択によって、労働者に自由移動と労働・社

会立法の調和化に関する研究が生まれた。消費者政策が欧州共同体の政

策に追加されてから、この領域が狭義の民法学の対象となった(1)。

1. 2 消費者政策の経緯

欧州共同体の消費者政策は欧州経済共同体が設立された当時から認識

されていた。 1962年に欧州共同体委員会の内部に消費者問題のための連

絡委員会が設けられたことからわかる。

1975年には、消費者政策に関する行動計画が発表された。消費者政策

の横断的な側面が強調されるとともに、五つの基本格が確認された。こ

れは健康と安全を求める権利、経済的な利益の保護を求める権利、損害

賠償を求める権利、情報と教育を求める権利、消費者の代表を求める権

利である。 1970年代には、化粧品の安全性、食品の表示、誤解させる広

告、訪問販売の分野における共同体立法が制定された。

1981年には、 1975年に採択された消費者保護と情報政策のための準備

計画の強化が行われた。 1985年に、各国によって異なる工業規格や基準、

技術規則の統一に関する新しいアプローチが採用され、製造物責任に関

する指令が採択された。 1987年には、単一欧州議定書100a条に消費者

概念が初めて導入された。

1993年に新しい消費者政策の三ヵ年行動計画が採択された。具体的に

は、玩具の安全性、一般的な製造物の安全性、越境支払い、不公正な契

約条項、遠隔販売、タイムシェアリンングに関して行われた。 1993年に

発効したマーストリヒト条約129a条では、消費者政策の法的枠組みが

規定された。グリーン・ペーパーにおいて、金融サーピス、司法に対す

る消費者のアクセス、食品法、消費財の売買と保証が取り上げられてい

た。法的イニシアテイブの対象は、差止命令、遠隔地契約、比較広告、

越境振替であった。この時期に、消費者政策の一環として環境問題に配

慮した持続可能な消費、欧州市民消費者と企業との対話の促進、各地域
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レベルにおける情報サーピスが意識された。1996年以降は、経済のグロー

パル化、公共サービス、情報社会の出現、バイオテクノロジーの発展に

対応する形で、 1998年までの欧州共同体委員会の優先事項が決定された。

たとえば、消費者信用、支払手段、食品、消費者の健康に関する措置を

行うこと、持続可能な消費行動を促すことや情報社会へのアクセスを容

易にすることを目的とした消費者教育を計画・実行することなどであっ

た。 1997年のルクセンブルグの欧州理事会では、安全な食品の生産と供

給は欧州連合の政策の優先事項の一つであることが確認された。 1999年

に発効したアムステルダム条約153条において、消費者の健康・安全性・

経済的利益を保護すること、情報と教育に対する消費者の権利を促進す

ること、消費者の利益を守るために組織することが規定された。この消

費者保護の必要性は、その他の政策の策定と実行の際に考慮され、特に

公衆衛生の分野では消費者保護の必要性が定められている。

1999年から2001年までの行動計画において、三つの主要分野が定めら

れた。第一に、消費者の代表と教育、消費者団体間の対話、消費者と産

業界との聞の対話、適切な'情報提供キャンベーン、助言センターの拡張、

消費者教育に関する構成固との協力に関する分野である。第一は、科学

的な助言と持続的なリスク分析に基づく消費者の健康と安全の保証に関

する分野である。第三に、消費者の経済的な利益の保証の分野であるO

この分野は金融サービスも特に考慮し、共同体政策の別の部門でも考慮

されている。

1. 3 共同体立法の私法分野

共同体立法の対象は、会社法、労働法、契約法および消費者保護法、

宣伝・広告法、著作権法およびデータ一保護法、産業財産権法などであ

る。

契約法および消費者保護法に関する主要なものを挙げると、 1985年の

欠陥のある製造物に対する責任に関する指令、 1985年の営業所以外で締

結された契約における消費者保護に関する指令、 1986年の独立的な商取

引に関する構成田の法規定の調整に関する指令、 1986年の消費者信用に

関する指令、 1990年のパッケージ旅行に関する指令、 1991年の定期航空
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運送における運送不履行に対する補償給付制度の共通規定に関する規則、

1991年の保険仲介業者に関する勧告、 1993年の消費者契約の濫用条項に

関する指令、 1994年の不動産のタイムシェアリングに関する利用権の取

得についての契約側面における取得者の保護に関する指令、 1994年の電

子式データー交換の法的側面に関する指令、 1995年の商取引の支払期限

に関する勧告、 1997年の越境振替送金に関する指令、 1997年の投資者の

補償制度に関する指令、 1997年の遠隔販売における契約締結の場合の消

費者保護に関する指令、 1997年のユーロの導入に関連した規定に関する

指令、 1997年の電子式支払手段によって行われる取引に関する勧告、

1997年の航空運送事業者の事故責任に関する規則、 1998年の消費者の権

利の争いに関する裁判外の調停に権限を持つ団体に適用される原則に関

する勧告、 1998年のユーロの導入に関する規則、 1998年の消費者利益の

保護のための不作為の訴えに関する指令、 1999年の消費財の売買および

保証に関する指令、 2001年の一般的な製造物の安全性に関する指令、

2002年の金融サービスの遠隔市場取引に関する指令がある。

1. 4 民間の活動、欧州委員会の文書、欧州議会の決議

ヨーロッパ契約法委員会とヨーロッパ民事法典研究グループの活動、

2001年の欧州委員会から閣僚理事会と欧州議会に対するヨーロッパ契約

法に関する検討文書、 1989年、 1994年、 2001年の欧州議会における民・

商事法の接近化に関する決議、欧州委員会が出した2001年の「消費者政

策の戦略のための理念jと2002年の「消費者政策戦略2002-2006J、

2003年の欧州委員会から閣僚理事会と欧州議会に対する「より統一的な

欧州契約法に関する行動計画J、2003年の欧州契約法に関する行動計画

のワークショップ、 2003年の欧州契約法に関する行動計画の欧州議会と

欧州理事会の決議などのような新たな動きがある。

2.消費者共同体法

2. 1 消費者法領域の分類
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消費者法の分野は消費者の健康・安全性・経済的利益などに関する多

くの法分野に跨っている。これらの分野の消費者法はその時々の消費者

政策の結果として採択されてきたものである。当該消費者法は個々の共

同体立法の積み重ねによって、今や膨大な量の多様な領域に広がってい

る。それ故、これらの領域を整理するためには、分類する必要がある。

たとえば、消費者政策一般、消費者に対する情報提供、消費者の教育・

代表、健康と安全性の保護、経済的利益の保護の観点から分類すること

ができる。

個別的な事項として、司法および差止命令に対するアクセス、比較広

告および誤解を生じさせる広告、消費者信用、消費者教育、契約法、危

険な模造品、遠隔販売、電子商取引および情報社会、不公正な契約条項、

公正な商慣行、訪問販売、法執行、金融サービス、保証、ラベル、パッ

ケージ旅行、価格表示、製造物責任、製造物とサービスの安全性、公共

利益サービス、タイムシェアリング、ユーロなどを挙げることができる。

これらの事項を分野ごとに分ければ、消費者の安全性として、消費者

の健康、製造物の安全性、物品とサービスの品質に、消費者の経済的・

法的利益の保護として、電子商取引、契約、運送、金融サービス、法的

補償と紛争の解決、消費者の代表に、消費者に対する情報提供として、

情報提供システム、製造物のパッケージ、消費者の利益のための製造物

のラベル、特別な表示、価格表示、広告、消費財の技術的な調和化・公

衆衛生・食品・環境に関する補足情報に分けることができる。

学説においては、 EC消費者法を序説、消費者の安全性、消費者契約、

広告、取引慣行、金融サービス、旅行業、司法に対するアクセスという

観点から論ずるものがある (2)。

2. 2 共同体立法の具体例

消費者政策一般、消費者に対する情報提供、消費者の教育・代表、健

康と安全性の保護、経済的利益の保護という概括的な分類における具体

例はどんなものなのかを以下において示しておく。

まず、共同体立法の中で、消費者政策一般で取り上げられているもの

は、情報社会における消費者問題に関する決議、電子ネットワークとサー
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ピス、裁判外紛争処理機関、消費者のための共同体の活動の一般的枠組

み、肉類の輸入のための動物の健康条件と獣医による証明、スクラップ

の分類、電気通信分野の個人データーの処理とプライパシーの保護、消

費者保護政策の開始のための将来の優先事項、別の共通政策への消費者

政策の統合、消費者利益の保護と促進のための政策の将来の方向付けな

どである。

多くの事例は、次の消費者に対する情報提供、消費者の教育・代表と

いう項目などから知ることができる。

消費者に対する情報提供、消費者の教育・代表において取り上げられ

ているのは、農産物と食品の地理的表示と原産地の呼称、食品のラベル、

住宅ローンを提供する貸主によって消費者に与えられる契約前の情報、

タバコ製品の製造・宣伝・販売、第三国の農産品の情報提供と奨励、レ

モネードとソフトドリンクの呼称、とラベル、消費者委員会の設立、遺伝

子によって変更されたか遺伝子によって変更された生物から生産された

添加物と調味料を含む食品と食品の成分のラベル、食品のラベル・宣

伝・広告、牛肉のラベル制度のための申請手続きに関する詳細な規則、

1999年から2001年までの共同体の消費者政策、遺伝子によって変更され

た特殊な生物から生産された特定の食品のラベルの強制的表示、伝染性

海綿状脳症に関する諸国の疫学的状態の評価のための申請を援助するた

めに必要な情報、農産品と食品に関する特殊な性格の証明、脂に関する

規則案からラベルの特定の規定を削除すること、酒類の定義・説明・宣

伝、特殊な食品のラベルの強制的表示、原産地の呼称・地理的表示・特

殊な性格の証明に関する科学委員会の設立、欧州麻薬週間の宣言、スポー

ツのドーピングを禁止する行為規範に関する決議、消費財の利用から生

ずる危険情報の迅速な交換のための共同体のシステムにドイツ統一の文

脈で必要な適応を行うこと、食品の栄養のラベル、産業の最終利用者が

負担するガス料金と電気料金の透明性を改善するための共同体の手続き、

環境情報のアクセスの自由、消費者が規格化に参加することを改善する

こと、食品と非食品の価格表示における消費者の保護、初等学校と中等

学校における消費者教育、消費者保護と情報社会、販売前に包装された

液体の容量などである。

健康と安全性の保護において取り上げられてきたのは、欧州食品安全
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庁の運営委員会のメンバ一、特定の物質のリスク評価の結果、特定の物

質のリスク評価とリスク削減戦略の結果、特定の生産物などに対する共

同体のエコ・ラベルの付与に関する生態学的基準の確立、特定の食品添

加物を含む菓子類(ゼリー)の市場供給と輸入の中止、飼料と食品にお

けるダイオキシン・フラン・ PCBの存在の削減、食品法の一般的原理と

要件・欧州食品庁の設立・食品安全に関する手続き、 2002年における食

品の公的コントロールに関する調整計画、クレオソートを染み込まれた

木材の販売と利用の制限、栄養補助食品に関する法の接近化， 共同体

エコ・ラベルの作業計画の確立、事務所設備のための共同体のエネル

ギー効率化ラベル計画、特定の細菌に躍った養殖場の魚を抜き取る制度

の改善、市民の保護の援助のための仲介における協力の強化を容易にす

る共同体のメカニズムの確立、ウガンダを原産地とする漁業産品の輸入

を規律する特別な基準、玩具の安全性の基準の公表、有機錫化合物の販

売と利用の制限、食品における特定の汚染物質の最大限レベルの設定、

一般製造物の安全性、共同体のエコ・ラベル付与制度の改定、チェルノ

ブイリ原子力発電所の事故後の第三国を原産地とする農業産品の輸入を

規律する条件の適用から除外された生産物リストの設定、医薬品と公衆

衛生、共同体のエコ・ラベル制度の審議会の手続き規則の設定、共同体

のエコ・ラベルの使用条項を含む標準契約、共同体のエコ・ラベルの出

願書と一年分の料金の設定、伝達手段による安全で効率的な情報提供と

コミュニケーション・システム、チェルノブイリ原子力発電所の事故後

の第三国を原産地とする農業産品の輸入を規律する条件の適用に関する

詳細な規則、玩具の安全性に関する法の接近化の実施枠組み、クレオソー

トの市場供給と利用の制限、特定の物質を含む分極化しやすいポリ塩化

ビニールでできた三歳以下の子供の口に入ることを意図した玩具と児童

養護品の市場供給の禁止措置、 1999年から2001年までの共同体消費者政

策、リング付き缶の飲み物のラベルに関する追加規定、危険な製品の分

類・包装・ラベルに関する法の接近化、技術消費財の使用説明書、食品

における特定の汚染物質レベルの公的コントロールのためのサンプル方

法と分析方法の設定、消費者の健康と食品安全の分野における科学委員

会の設立、科学運営委員会の設立、家庭の器具と類似の電気器具の安全

性に関する調和化文書を参照しないこと、欧州、|小火器合格証、食品問題
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の科学検査における構成国の協力枠組み内の仕事の目録作成と配分、食

品問題の科学検査における協力の行政上の運営、共同体のエコ・ラベル

の決定通知のための標準摘要書、消費者のための製造物のラベルに関す

る将来行動、第三国からの輸入品の場合に製造物安全法に適合させるた

めのチェック、食品の汚染物質に関する共同体の手続きの制定、ホルモ

ン作用などを持つ物質の残留物を発見するための方法の設定、市民が利

用する爆発物の市場供給と監視に関する規定の調和化、エラストマーな

どの物質から生じた特定の物質の放出、食品問題の科学的検査における

構成田の委員会と協力の援助、消費者保護政策の発展のための将来の優

先事項、国境における危険な製造物を確認するために必要な基幹施設の

設立、第三国に輸出される乳幼児用フォーミュラと第二世代用フォー

ミュラ、特定の危険な物質を含むバッテリーとアキュムレータ一、原子

力事故またはその他のあらゆる放射線緊急事態後の食品と飼料の輸出に

関する特別な条件、原子力事故またはその他のあらゆる放射線緊急事態

後の二級飼料における放射能汚染の最大限許容レベルの設定、洗浄剤の

ラベル、原子力事故またはその他のあらゆる放射線緊急事態後の食品と

飼料の放射能汚染の最大限許容レベルの設定、消費者の安全性、現存す

るホテルにおける火災に対する安全性、サッカリンの食品成分としての

使用と最終消費者に対する錠剤の成分としての販売、特定の危険な物質

と製品の販売と利用の制限に関する法の接近化などである。

経済的利益の保護において取り上げられてきたのは、金融付帯協定、

農業産品の有機農法による生産と農業産品および食品の有機農法による

生産に関する表示に関する規則に基づく第三国からの輸入のための検査

証明書に関する規定の実現のための詳細なルールの制定、消費者信用と

債務、詐欺と非現金支払手段の偽造に対する戦い、域内市場における電

子商取引のような情報社会のサービスの法律的側面、 1999年から2001年

までの共同体の消費者政策、消費財の売買と保証の特定の側面、農業産

品の有機農法による生産と農業産品および食品の有機農法による生産に

関する表示、消費者の利益を保護するための差止命令、消費者に提供さ

れる製造物の価格の表示における消費者保護、電子支払手段による取引

と発行者と保有者の関係、遠隔契約に関する消費者の保護、消費者契約

における不公正条項、遠隔契約に関する消費者保護のための慣例、農業
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産品の有機農法による生産と農業産品および食品の有機農法による生産

に関する表示に関する規則において規定された第三国からの輸入のため

の協定を実現するための詳細なルールの制定、定期航空運送における搭

乗拒否に対する補償制度に関する共通ルールの制定、物品の輸送とガス

および電気料金に関する統計、支払いシステムで、特にカード保有者と

カード発行者との関係、消費者の救済、支払いシステムに関する行為規

範、消費者信用の法の接近化、現存するホテルにおける標準的な情報提

供、営業所から離れて交渉された契約に関する消費者の保護、 T院抗ある

製造物に関する法の接近化、誤解を生じさせる広告と比較広告に関する

法の接近化、事前に定められた分量で包装された食品と非家庭用食品の

価格表示などである。

2. 3 共同体立法案の具体例

共同体立法案も、消費者政策一般、消費者に対する情報提供、消費者

の教育・代表、健康と安全性の保護、経済的利益の保護という概括的な

分類における具体例を示しておく。この共同体立法案は、既存の共同体

立法の修正・補充案と新たな社会経済的背景から制定される必要が出て

きた分野の共同体立法や欧州委員会の意見・検討文書・勧告などを指す。

消費者政策一般、消費者に対する情報提供、消費者の教育・代表の分

野で取り上げられているのは、 Fetaという名称、電気通信分野における

個人データーの処理とプライパシーの保護、インターネットにおけるプ

ライパシーの保護、農業産品と食品に関する地理的表示と原産地の呼称

の保護、域内市場における販売促進、食品の成分表示、環境情報に対す

る公衆のアクセス、遺伝子によって変更された生物の出所追跡可能性お

よびラベルと遺伝子によって変更された生物から生産された食品および

飼料の出所追跡可能性、地理的表示と原産地の呼称、の登録、食品のラベ

ル・宣伝・広告、消費者紛争の裁判外紛争処理に責任のある機関に適用

される原理、ジェネリックな農業産品と食品の名称の網羅的でない表示

リストなどである。

健康と安全性の保護の分野において取り上げられてきたのは、人間の

消費のための動物性食品に対する公的コントロールの組織化に関する特
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別ルールの制定、特定の危険な物質および製品の販売と利用の制限、遺

伝子によって変更された生物の国境を越えた移動、食品法の一般原理と

要件の設定・欧州食品機関の設立・食品安全問題の手続きの制定、玩具

の安全性、特定の生産物に対する共同体のエコ・ラベルの付与に関する

生態学的基準の制定などである。

経済的利益の保護の分野において取り上げられてきたのは、消費者金

融サービスの遠隔販売、フライトの搭乗拒否と取消または長時間の遅延

の場合における航空客の補償と援助に関する共通ルールの確立、定期航

空運送における搭乗拒否の補償システムの共通ルールの確立などである。

2. 4 消費者のための活動の一般的枠組み

「はじめに」で述べたように、欧州共同体の消費者政策は欧州経済共

同体が設立された当時から認識され、その後徐々に消費者政策が確立さ

れてきた。その聞に、前述したような領域で、共同体立法が数多く制定

され、消費者保護が実現してきた。しかし、欧州共同体の消費者政策は

発展途上であって、このことは共同体立法案の存在を見ても明らかであ

る。

現在の消費者保護の状態を見るためには、 2001年までの消費者政策を

考察する必要がある。これは歴史的な積み重ねによって成立してきたが、

直接的には1999年頃からの消費者政策を見ることによって、現時点の置

かれた立場を理解することができる。

たとえば、 1999年に欧州議会と理事会によって決定された消費者のた

めの共同体の活動に関する一般的枠組み、 1999年から2001年までの消費

者政策の行動計画、 1999年から2001年までの共同体の消費者政策に関す

る1999年の理事会の決議などが1999年頃からの消費者政策であって、

1999年頃からの消費者のための活動の一般的枠組みとなっている。

2. 5 1999年に欧州議会と理事会によって決定された消費者のための

共同体の活動に関する一般的枠組みの概要(3)

1999年の一般的枠組みは、高いレベルの消費者保護・共同体における
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経済的・社会的結合の促進・消費者の信頼の強化を目的とし、たとえば、

消費者の健康・安全・経済的利益の保護、情報と教育を受ける権利と消

費者の利益を保護するために集団に参加する権利を促進することである。

具体的措置は、構成国の政策を補充するための措置、消費者団体の活

動を援助する措置、消費者の利益を促進する対外的なイニシアテイブを

援助する措置である。

対象領域は、製造物とサービスに関する消費者の健康と安全、消費者

の経済的・法的利益の保護、紛争解決のためのアクセスの確保、消費者

の保護と権利についての消費者の教育と消費者に対する情報提供、消費

者の利益を促進・代表することである。

これらの目的・具体的措置・対象領域は、共同体の他の政策において

消費者の利益が考慮され、標準化プロセスにおける消費者の参加が確保

されること、消費者保護に関する事項に対する調和的アプローチが不可

欠であること、質の高い独立した科学的助言の供与と世界的に承認され

ているリスク評価方法や有効なコントロールおよび検査方法を確保する

ための必要な財政援助の供与、中東欧・キプロス.EFTAAEA諸国が

1999年の一般的枠組みに参加することができること、この一般的枠組み

による活動は国際レベル消費者の利益の促進に役立つこと、共同体・構

成国・地域それぞれのレベルにおける消費者団体を援助すること、過去

に達成されたことの評価と一般的枠組みを実行するための計画を立てる

こと、財政援助の供与の選択基準、評価・モニタ一方法と情報提供方法

の確立、財政枠組みの確立を含意する。

消費者団体に対する援助には、消費者団体の条件と財政的援助限度額

がある。財政援助を受けるためのプロジェクトの条件が定められている。

このプロジェクトに関する手続きがあって、評価・モニタリングが行わ

れる。

2. 6 1999年に欧州議会と理事会によって決定された消費者のための

共同体の活動に関する一般的枠組みの規定

第l章は、一般的目的とアプローチである。第 l条によれば、この一

般的枠組みは、消費者利益の促進と消費者に高いレベルの保護を提供す
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ることに関する共同体レベルの枠組みである。一般的枠組みの対象と

なっている行動は、消費者の健康・安全性・経済的利益の保護、情報と

教育に対する消費者の権利の促進、消費者の利益を保護するために団体

に加入する消費者の権利に関するものである。一般的枠組みの期間は、

1999年1月から2003年12月31日までである。この期間の一般的枠組みを

実行する全額が法定され、一年分の歳出予算額が決定される。

第2条では、構成国の政策を援助・補充する活動が定められている。

たとえば、委員会の行動、第5条の条件に基づいた欧州消費者団体の活

動のための財政的援助を提供する行動、第6条の条件に基づいた特に消

費者団体と適切な独立した公共団体による構成国における消費者利益を

促進する特別なプロジェクトのための財政的援助を提供する行動である。

第3条は、委員会の政策調整と優先事項の決定を定めている O 政策調

整は、共同体の活動と一般的枠組みに基づくプロジェクトと共同体の他

の計画やイニシアティブとの聞の首尾一貫性と相互補完性を指している。

優先事項は、 1999年から2001年までの行動計画に準拠して、付属文書に

挙げられている活動から定められる。

第4条においては、第2条の行動が関係する特別な領域が指摘されて

いる O たとえば、製造物とサービスに関する消費者の健康と安全性、紛

争解決に対するアクセスを含む製造物とサービスに関する消費者の経済

的・法的利益の保護、教育と消費者の保護と権利に関する情報提供、消

費者の利益の促進と代表である。

第2章は、協定の実行である。第5条においては、第2条 (b)項の

財政援助が与えられる欧州消費者団体が定められている。第2条 (b)

によれば、欧州消費者団体は政府組織でなく、利潤を追求しない組織で、

その主要な目的が消費者の利益と健康を促進・保護すること、また、構

成田の規則または慣行に準拠して、消費者を代表し、構成固または地域

レベルで活動する共同体の構成田の少なくとも半分の構成固の組織に

よって欧州レベルで消費者の利益を代表することを委任されていること、

が条件となっている。その財政援助は欧州消費者団体の活動の年次計画

で計画されている活動に対して与えられるもので、この活動は第4条の

領域の一つまたは複数に該当することが必要である。財政援助を与える

条件は第7条、第8条、第10条で規定されている。財政援助は活動費用
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の50%を超えない。運営費用は第6条(3 )項に適合する限り考慮され

る。

第6条によれば、第2条(c)項の財政援助が与えられるのは自然人・

法人・自然人の連合体であって、商工業から独立して行動し、プロジェ

クトの実行に責任を負っているものである。このプロジェクトの目的が

消費者の利益と健康を促進・保護するものであることは言うまでもない。

第2条(c)の財政援助はプロジェクトの説明書に基づいて与えられる。

このプロジェクトは第4条の領域の一つまたは複数に該当することが必

要である。未払いの仕事や現物の寄付が考慮されるのは、全費用の20%

までである。財政援助を与える条件は第7条、第8条、第10条で規定さ

れているO 財政援助はプロジェクト実行費用の50%を超えない。運営費

用は除外される。

第7条によれば、第2条(b )項と(c)項の財政援助が与えられる

のは、特定の基準に基づいて選択された活動に対してである。特定の基

準とは、費用・効果の十分なレベル、高くて、統一的なレベルの消費者

の利益の代表を確保する追加価値、構成固または欧州レベルの継続的な

相乗効果、活動を計画・実行し、財政的に参加する様々な当事者の聞の

効果的で、バランスのある協力、消費者と経営者の意識を向上させる経

験の交換や彼らの成果の共同利用による継続的な国家を超えた協力の発

展、援助された活動とプロジェクトの結果を可能な限り幅広く普及する

こと、含まれる状態を分析する能力や活動・プロジェクトの評価のため

の手段とこれらの活動とプロジェクトが最善の実践方法に適しているこ

とを評価するための手段を分析する能力、である。

第3章は、手続き、評価、モニタリングである O 第8条によれば、第

2条 (b)項と(c )項の行動に関して、委員会があらゆる当事者と構

成田に適当な方法で知らせることになる 9月30日以前(可能な場合)の

年月日で、委員会は毎年、資金を供給する領域で、申請および承認のた

めの選択および付与基準と手続きを定める領域を記載した通知を「欧州

共同体公式雑誌」に公表しなければならない。委員会が申込を評価した

場合には、第 l項の公表から 5ヶ月以内に、財政的援助を受領すること

ができる第2章の活動とプロジェクトを選択しなければならない。委員

会の決定の結果として、当事者の権利と義務に関する実行に責任のある
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受領者と契約を締結することになる。共同体の援助は、財政的援助をし

た年または次の年に実行される行動に関するものである。この枠組みで

資金を受けた受領者と行動のリストは毎年、援助額の表示を伴って「欧

州共同体公式雑誌Jに公表されることになっている。

第9条は、委員会の役割と性格を規定している。第2条(b)項と(c ) 

項の活動とプロジェクトを選択する基準を定め、これらの活動とプロ

ジ、エクトを選択する場合に、委員会は、構成国の代表から構成されて、

委員会の委員長が議長となる諮問委員会の援助を受ける。委員長は、諮

問委員会に採られるべき措置に関する素案を付託する。諮問委員会は事

態の緊急性に応じて委員長が定める期限内に、必要がある場合には決を

採って、素案に関する意見を伝えなければならない。意見は議事録に記

録される。各構成田は、議事録に記録された立場を持つことを要求する

権利を持っている。委員会は諮問委員会が伝えた意見を最大限に考慮す

る。委員会は諮問委員会に諮問委員会の意見が考慮された方法を伝えな

ければならない。各年のはじめに、委員会は諮問委員会に第2条(a ) 

項に基づいて資金供給された活動に関する情報を提供しなければならな

し'0

第10条は、委員会のモニタリングと監視に関する規定である。委員会

は共同体が資金援助した活動の効果的な実行に関するモニタリングと監

視を保証しなければならない。このことは、委員会と受領者との間で合

意された手続きを利用する報告書に基づいて行われる。それはサンプリ

ングによるチェックを含む。受領者は委員会に行動が成就してから3ヶ

月以内に各々の行動に関する報告書を提出する。委員会は報告書の形式

と内容を決定する。財政援助の受領者は、行動に関する最後の支払いか

ら5年間は費用に関するすべての証拠書類を保持していなければならな

し、。

第11条によれば、共同体が資金援助した行動が規則的に評価されるこ

とを委員会は保証しなければならない。この評価は委員会およびまたは

この目的のために雇われた独立した専門家によって行われる。

第12条は、財政的援助の減額・中止・返還請求に関する規定である。

委員会は規則違反を発見した場合、または、委員会の承認なしに、合意

された実施協定の目的と矛盾するほど活動に重大な変更があったことを
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知った場合には、委員会は、活動のために与えられた財政的援助を減額・

中止・返還請求することができる。締め切り期限を守らなかった場合、

または、活動の進捗状況が与えられた支出予算額の部分的な利用だけで

済んで、いる場合には、委員会は当該受領者に特定の期限内に説明を行う

ことを求めなければならない。受領者の返答が十分でない場合には、委

員会は財政的援助の差額を取り消し、すでに支払われた金額が直ちに返

還されることを要求できる。すべての不相応な支払いは委員会に返還さ

れなければならない。適切な時期に返還されない金額は遅延利息が付い

て増額する。委員会は本項の適用に関する協定を決定しなければならな

し、。

第13条によれば、毎年、委員会は、欧州議会と理事会にこの一般的枠

組みの実行に関する報告書を提出する。この報告書は、この枠組みによっ

て行われた行動・活動・プロジェクトの評価結果、および、適切である

場合には、他の予算的枠組みで行われた行動・活動・プロジェクトの評

価結果を含む。 2002年6月30日までに、委員会は欧州議会と理事会にこ

の一般的枠組みに基づく活動の実行の最初の3年間に関する評価報告書

を提出する。

第14条は、「欧州共同体公式雑誌jに1999年の決定が公表された日に

施行されることを規定する。

2. 7 1999年に欧州議会と理事会によって決定された消費者のための

共同体の活動に関する一般的枠組みにおける付属文書

この付属文書には、財政的援助の対象となる活動のリストが掲載され

ている。このリストによれば、四つの分野がある。消費者の健康と安全

性、消費者の経済的・法的利益の保護、教育と消費者に対する情報提供、

消費者の利益の促進と代表である。これらの領域において、きめ細かい

対策が挙げられている。

消費者の健康と安全性において採り上げられている対策は、科学委員

会の意見書の立案と作成のために企てられた行動、食品・獣医・植物衛

生部門におけるコントロールに関する鑑定と検査、予防的アプローチを

採ることによって、製造物、特に食品に関するリスクを評価する技術的
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鑑定、特に共同研究センターの鑑定を利用することによって、消費者保

護行動に関する科学的・技術的要素を最大限利用すること、消費者に危

険を生じさせる消費財とサービスに関する行動、危険な製造物および潜

在的な危険に関する情報の普及である。

消費者の経済的・法的利益の保護において採り上げられている対策は、

市場の監視に参加する団体聞の協力を改善する行動、消費者の紛争解決

の改善のためのメカニズムを含み、特にパイロット・プロジェクトと

データー・ベースの作成によって、製造物とサーピスの供給における消

費者の権利を尊重する行動、新しい技術の影響・金融サービスの発展・

消費者に対するユーロの影響を考慮して、消費者取引における公平さを

確保する行動、製造物のラベル・包装・広告・その他のタイプの販売に

おいて環境上の要請をモニターする行動、共通の裁判外の手続きの改善、

司法へのアクセスを容易にすることを目的とした行動の発展と援助、電

子商取引とオン・ライン契約に適用されるクロス・ボーダーな紛争解決

システムを確立するためのパイロット・プロジェクトを含む情報社会に

おける消費者のために特別な危険と潜在的な利益を評価する行動、未成

年者の保護を含むデータ一保護とプラパイシーの保護を促進する行動で

ある。

教育と消費者に対する情報提供において採り上げられている対策は、

権利と権利の実行の仕方を消費者に情報提供することを改善すること、

製造物とサービスの安全性の側面について製造業者と消費者の意識を向

上させること、持続可能な生産と消費のパターンに対する要求について

消費者の意識を向上させること、特に比較試験によって特別な製造物と

サービスの特徴について消費者に情報提供することを改善すること、特

に学校で消費者の教育と訓練を発展させること、共同体におけるクロ

ス・ボーダーな消費者に情報と助言を提供する欧州センターの発展と援

助である O

消費者の利益の促進と代表において採り上げられている対策は、共同

体および国際的レベルで消費者の利益を代表することを強化すること、

特に構成田の資力が制限されている場合には、構成固の消費者団体を援

助すること、欧州レベルで標準化作業に消費者が参加することを促進・

調整すること、持続可能な消費モデル、特に環境に友好的なモデルを促
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進するパイロット・プロジェクトである。

2. 8 1999年から2001年までの消費者政策の行動計画の概要(4)

1999年に欧州議会と理事会によって決定された消費者のための共同体

の活動に関する一般的枠組みは、 1999年から2001年までの消費者政策の

行動計画と密接な関連がある。一般的枠組みの第3条において行動計画

が明示的に採り上げられていることからも、両者の関連性が存在するこ

とがわかる。

1999年から2001年までの消費者政策の行動計画は五つの章に分けて書

かれている O 第1章は、変化する世界における消費者政策である。欧州

共同体の消費者政策を策定する際に、消費者政策に関する世界情勢が考

慮されている。第2章は、消費者政策の行動計画である。第3章以下は、

特に行動計画で強調されている論点である。第3章は、欧州連合全体に

おける消費者の発言力の強化である。これはより効果的な消費者の連合、

消費者と産業界の聞の効果的な対話、消費者と委員会との問のより良い

接触、消費者のためのより良い情報提供と教育から成っている。第4章

は、欧州連合の消費者のための高いレベルの健康と安全性である。これ

は科学に基づいた政策遂行、より安全な製造物、より安全なサービス、

より良い法律道守・モニタリング・緊急事態に対する対応から成ってい

る。第5章は、欧州連合の消費者の経済的利益の完全な尊重である。こ

れは消費者のための金融サービスと単一通貨、より最新の情報を採り入

れた調整枠組み、より良い法律道守とモニタリング、欧州連合の他の政

策における消費者の経済的利益のより良い統合から成っている。

2. 9 1999年から2001年までの消費者政策の行動計画の第2章

1999年から2001年までの消費者政策の行動計画の第l章は論ぜず、第

2章から内容を解説する。第2章は当該時期の消費者政策の行動計画の

方針を述べている。

すなわち、マーストリヒト条約を受け継いだ消費者保護に関するアム

ステルダム条約153条は、行動の優先事項や詳細な実現方法を定めてい
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ない。しかし、 153条には三つの任務が存在する。たとえば、欧州連合

全体における消費者の発言力の強化、欧州連合の消費者のための高いレ

ベルの健康と安全性、欧州連合の消費者の経済的利益の完全な尊重であ

る。これらの三つの任務を実現するために、委員会が1999年から2001年

までの3年間のために提案するのが、第3章以下で述べていることであ

るO すでに進行中の相互補完的な行動は付属文書lにある。付属文書2

は1999年の決定に関連する財政明細書である。委員会と構成田の協力の

一般的枠組みが必要である。

2. 10 行動計画の第3章一欧州連合全体における消費者の発言力の強

イヒ

第3章はより効果的な消費者の連合、消費者と産業界との聞の効果的

な対話、欧州連合の消費者をより良く援助する欧州窓口、消費者のため

のより良い情報提供と教育について言及している。要点は以下の通りで

ある。

消費者に多くの情報を理解することを援助し、政策決定における消費

者の発言力を強化するためには、消費者団体の役割が大きい。効果的に

消費者を代表するためには、消費者団体に対する財政援助が不可欠であ

るO 欧州連合のレベルの消費者団体は委員会から財政援助を受けるが、

しかし提供された金銭の価値の改善が必要である。財政援助は消費者団

体相互の協力や消費者団体と委員会との聞の協力と結びついている。ま

た、財政援助は消費者団体の専門家の雇用にも割り当てられる。委員会

は、構成国レベルの消費者団体のプロジ、エクトに資金援助する。財政援

助は集団的な法的行動の能力の強化も意味する。委員会は消費者団体聞

の対話を促進する。消費者団体を媒介とした制度的な消費者諮問委員会

は欧州連合の政策決定において消費者の発言力の強化のために必要であ

るO 既存の部門別諮問委員会の調整などが必要である。規格設定プロセ

スにおける消費者代表の役割が強化されるべきである。専門家のネット

ワークも構築する。

委員会は消費者と産業界との聞の相互理解を促進するための部門ごと

の対話を育成するために、財政援助する。
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委員会と消費者を結びつけている欧州窓口をすべての構成国で設立す

る。欧州窓口は純粋にクロス・ボーダーな問題に関する地域の消費者の

ための情報源だけでなく、すべての消費者問題に関するすべての消費者

のための情報と教育の提供者となるようにする。欧州窓口と委員会との

聞のネットワークを築くために、インターネットの利用の改善と調整を

行う。

1999年は、 1998年の情報提供キャンベーンの新しいアプローチに沿い

ながら、 1998年の食品安全キャンベーンの第二段階を発展させる。消費

者団体聞のインターネットの調整と改善が必要である。委員会は学校教

育における消費者教育の良い実践の交換を促進する。

2. 11 行動計画の第4章一欧州連合の消費者のための高いレベルの健

康と安全性

第4章は科学に基づいた政策遂行、より安全な製造物、より安全なサー

ビス、より良い法律遵守・モニタリング・緊急事態に対する対応から

成っている。これらの内容は次の通りである。

独立した科学的なリスク評価に基づいた政策立案・遂行に対する首尾

一貫した客観的なアプローチが重要である。それ故、食品や製造物との

関係で消費者の健康と安全性に対する危険を首尾一貫した方法で管理す

ることを確保する行動、現存する科学委員会の仕事を効率さの改善のた

めに統合すること、が必要となる。総合的なリスク分析プロセスの機能

の改善が検討されなければならない。競合する利益の分析と競合する利

益に与えられる重さに対するより体系的なアプローチがリスク管理の決

定にとって必要である。科学委員会の仕事のやり方や構成因の相当する

機関との協力の仕方の研究、科学委員会の手続きと方法などに関する調

和的なガイドラインの作成、科学委員会の委任協議の拡大、健康・消費

者保護機関の専門家の利用が検討課題である。リスク分析の多くの側面

に関する国際レベルの合意が必要で、ある。 CodexAlimentariusにおいて設

定された基準を最新の状態に保つこと、公衆衛生および植物衛生条約を

遵守すること、国際機関の決定の透明性を確保することに努める。大西

洋経済パートーナーシップにおいてアメリカと消費者の健康と安全性に
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関する対話を強化する O 第3固との獣医平等条約の交渉を開始する。消

費者の保護措置を新しいロメ条約に含めることを援助する。欧州連合加

盟申請固に健康と安全性に関する欧州共同体法の採択と執行を準備させ

る。食品法の一般原理に関するグリーン・ペーパーの方針を完成させる。

この主要分野であるラベル・衛生・検査に十分な改革・検討を行う。

1999年の委員会報告書は、一般的な製造物の安全性に関する指令の実

現を含む。指令と特別な製造物に関する部門別の立法との関係、市場監

視の再検討、緊急事態の手続きとこの実施基準の再考、危険な製造物の

第三国への輸出に適用される制度の問題を改善する必要がある。欧州規

格設定団体に新しい製造物基準を設定・改革することを委任する。

サービスに対する新しいアプローチに関する1994年の検討文書を完成

させる措置を講ずるO サービスの安全性とサービス提供者の責任に関す

るイニシアテイプを提案する。

食品・獣医局の目的を達成するために、検査を優先させるリスク評価

に基づく制度の実施、食品生産連鎖組織全体のコントロールの確立、監

査技術を使ったコントロール・サービスの実施に関するチェックを高め

ることを行う。検査報告書に含まれている答申を完成させるために、規

則を遵守することや消費者の健康と安全に対する保護手段を改善するた

めの具体的な措置を講ずる。共同体立法の効果的な実施を確保するため

の違反手続きを遂行する。これは第3国からの輸入制限や食品・獣医局

の完成義務の場合である。迅速警報制度の機能の改善を行う。

2. 12 行動計画の第5章一欧州連合の消費者の経済的利益の完全な尊

重

第5章は消費者のための金融サービスと単一通貨、より最新の情報を

採り入れた規律枠組み、より良い法律遵守とモニタリング、消費者の経

済的利益を他の欧州連合の政策により良く統合すること、から構成され

ている。要点は以下の通りである。

委員会は消費者信用法を改善する。債務超過を克服する様々なアプ

ローチを検討する O 保険仲介業者の規律枠組みを改革する。情報に関す

る合意と透明性を促進するために、金融サービス業者と消費者との聞の
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対話を発展させる。電子支払手段による取引に関する勧告を実現する。

クロス・ボーダーな小売り上の支払いにとってユーロの導入は重要であ

る。消費者の利益を電子マネーで促進する手段が必要である。

現行法の綿密な検討を行う。これは不公平な契約条項の指令の適用、

遠隔販売の指令の実現、消費者の苦情を処理する効果的な手段の確立、

クロス・ボーダーの比較広告における苦情、差止命令の指令の適用に関

する分野で、これらの分野の報告書に基づいて行われる。現行法の欠陥

を補充する提案を行う。公正な取引に関する一般的な立法枠組みの可能

性も検討する。

共同体立法者の意思を損なわないために効果的な法律道守が必要であ

るので、法律遵守は優先事項となる。共同体立法を構成国法に置き換え

ることをモニターし、改善を行う。法律遵守に役割を果たすために、構

成国・委員会・消費者団体における行政上の協力を容易にし、奨励する

ことや構成国機関による法律道守の調整を奨励することが必要である。

国際マーケテイング監視ネットワークの欧州連合メンバーの聞で情報交

換と協力を改善する。データー・ベースと事務局を持った危険な製造物

に関する迅速交換システムに類似したシステムや最も良い実践の交換の

研究とセミナーを設立する O 価格の比較を行えるようにする。司法への

アクセスを改善する。消費者の権利実現費用の回復のための措置を検討

する。集団訴訟の可能性を容易にする措置を考慮する。欧州連合の消費

者法集成を公表する。構成田法の利用可能性を拡大させる。

公共利益サービスにおいて、自由化と消費者の選択にとって必要な措

置(入手可能性・サービスの性質・情報の透明性)との聞の適切なバラ

ンスが必要である O 消費者のための措置として、紛争解決を含む規制問

題・情報の透明性・消費者参加に取り組む必要がある。電気通信・郵便

サービス・エネルギー・水・運送・放送の分野において消費者利益を考

慮する具体的な行動が必要である。電気通信分野では、 1999年の規律枠

組みを再検討する。電気通信・メディア・情報技術分野の聞の収般の規

制の結果を分析する。郵便サービス分野では、 2000年に郵便サービス指

令の適用について報告・追加提案を行う。運送分野では、航空機の乗客

の権利の強化のための契約条件と乗客の安全性を検討する。消費者利益

を情報社会の政策に導入する場合に、消費者の代表と提案のための協議
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に関するメカニズ、ムを考慮する。現行消費者法を情報社会の文脈で再検

討し、追加提案を行う。インターネットを使う消費者のための措置に取

り組む。消費者利益を農業政策の改革のアジェンダ2000に採り入れる。

競争政策において消費者利益を重視する。環境・開発政策と消費者政策

の結び付き方を検討する。

2. 13 1999年の消費者のための共同体活動の一般的枠組みと1999年か

ら2001年までの消費者政策の行動計画

1999年の消費者のための共同体活動の一般的枠組みと1999年から2001

年までの消費者政策の行動計画が消費者政策の中心となった。この行動

計画に対しては、理事会の決議と欧州議会・地域委員会・経済社会委員

会の意見が出された。

1999年から一般的枠組みと行動計画が実施されることになった。この

実施状況を取り纏めたのが、 1999年の消費者のための共同体活動の一般

的枠組みと1999年から2001年までの消費者政策の行動計画に関する委員

会の報告である (5)。これは最初の2年間の中間報告で、実施状況を概観

したものである。第 l章は序文、第2章は変化する世界における消費者

政策である。実施状況の概観は第3章から始まっている。第3章は行動

計画の実施の進捗状況である。これは三つの観点から報告されている。

たとえば、欧州連合全体における消費者の発言力の強化、欧州連合の消

費者のための高いレベルの健康と安全性、欧州連合の消費者の経済的利

益の完全な尊重である O 第4章は現行の行動計画から学んだ教訓で、最

後の第5章は結論であるO 第4章と第5章において述べられたことは、

現行の行動計画の残存期間の消費者政策と2002年から2006年までの消費

者政策戦略に生かされている。

1999年の消費者のための共同体活動の一般的枠組みと1999年から2001

年までの消費者政策の行動計画に関する委員会の報告には、付属文書が

二つある。プロジェクトと1999年と2000年の支出状況が記載されている。

1999年から消費者政策によって、組織改革と消費者政策を欧州連合の

他の政策に導入することが増えた。組織改革は2000年の食品安全白書に

よって加速した。 1999年から2001年までの消費者政策の行動計画は部分
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的に食品安全白書に基づく政策に取って代わった。

2. 14 報告書の第3章第1節ー欧州連合全体における消費者の発冒力

の強化

「欧州連合全体における消費者の発言力の強化」の中における「消費

者の連合の効果を改善することJという行動領域では、消費者団体の援

助の方法として、財政援助の提供と国際会議の計画・実行を援助すると

いうこつのことが採り上げられた。

財政援助の提供に関しては、消費者のための共同体活動に関する一般

的枠組みを確立する1999年の決定における条件に従って行われた。その

際に、限定された資金を数少ないプロジ、エクトに集中させ、共同の利益

を与えるプロジ、エクトに消費者団体が参加することを促した。その結果、

プロジェクトの申込が減少した。ただし、この結果は消費者団体がプロ

ジェクト費用の最低限50%を支出することにも因っていた。

援助額は付属文書2に詳しい。援助額の決定に当たっては、構成田の

代表からなる消費者のための共同体活動に対する諮問委員会の援助を受

けた。

1999年の財政援助は、四つの消費者団体の運営費用に関する。 2000年

の財政援助は、五つの消費者団体の運営費用に関する。 2001年には税制

援助の検討を行い、 2つの消費者団体に対する援助を打ち切った。財政

援助の外部評価が行われた。

国際会議の計画・実行を援助することに関して、欧州共同体レベルで

は、 2000年の消費者団体年次総会が開催された。消費者委員会を設立す

る2000年の委員会決定があり、消費者委員会の再組織が行われた。対外

的には、大西洋消費者対話を援助した。オーストラリアや日本とも接触

している。

iEuroguichetsを通して欧州連合の消費者により良く奉仕することjと

題する行動領域では、消費者センターとしてのEuroguichetsの使命を再

定義した。現在9構成国に11センターがあるが、少なくとも l構成田に

1センターを置くことが目標である。

「消費者と産業界との聞の有効な対話Jという行動領域では、住宅ロー

北法55(1・316)316



EU私法の展開(1)

ンに関する契約前の情報提供に関する規約を論議するために動産担保貸

付に関する対話が行われた。この規約は2000年に合意に達し、 2001年に

署名された。同年に委員会はこの規約を是認する勧告を出した。電子商

取引における営業規約とトラストマーク制度について消費者団体と産業

界が話し合って、一組の原則を確立する作業が進んだ。

「情報提供キャンベーンに対する新しいアプローチJに関する行動領

域において、食品安全に関するより良い情報を求められているので、情

報提供キャンベーンでは食品表示・追跡可能性・遺伝子によって修正さ

れた生物が特に対象となった。食品安全教育キャンベーンも開始した。

キャンペーンの目的は、特定の範囲の消費者を食品安全の一般原理と単

純な実務において教育すること、食品安全に関するアドバイスを提供す

ることによって消費者団体が果たすことができる役割を促進すること、

利害関係者(消費者団体・構成田機関・専門機関)の間で食品安全に関

する継続的な対話を開始すること、食品安全におけるメディアの関心を

刺激すること、というように策定された。消費者の権利に関する情報も

提供された。

「消費者教育に関する構成田との緊密な協力jに関する行動計画にお

いて、構成田聞における経験と良い実践を交換することに優先順位が与

えられた。 2000年に構成田の消費者教育専門家のワーキング・グループ

の会合が開催された。欧州連合内の南北地域それぞれのネットワークの

聞の協力が促進された。学校の授業科目に消費者教育を導入する三つの

パイロット・プロジェクトから得られた情報と経験が普及した。欧州消

費者学校の設立と若者のための金融事情の訓練を提供するための財政援

助が行われた。若い消費者コンテストの援助が行われた。

2. 15 報告書の第3章第2節ー欧州連合の消費者のための高いレベル

の健康と安全性

「欧州連合の消費者のための高いレベルの健康と安全性Jの分野にお

ける「科学に基づく政策決定jといっ行動領域では、質の高い科学的助

言のために、 1997年に優秀さ・独立性・・透明性の観点からの組織改革が

行われた。科学運営委員会のほかに、八つの科学委員会ができた。この
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内の五つの科学委員会は食品安全に関する委員会で、残りの三つの科学

委員会は化粧品と非食品に関する委員会、医薬品と医療機器に関する委

員会、有毒性・生態系に対する有毒性・環境に関する委員会である。そ

の後に、科学委員会の作業方法の再検討が行われ、 1999年に報告書が作

成された。 2000年には、前述した各委員会の権限の改革が行われた。こ

の権限は、欧州食品機関の権限との調整がなされる。

「より安全な製造物とサービス」と題する行動領域では、 2000年に一

般的な製造物の安全性に関する指令の改革が提案された。周年に、軟性

のポリ塩化ビニールでできた玩具または児童養護品を市場に出すことを

禁止する措置に関する決定が採択された。サービスの安全性の分野にお

けるイニシアテイブの必要性が検討されている。民間航空機の乗務員の

安全性の条件と専門能力の証明に関する指令の修正提案が出された。ホ

テル火災に対する勧告の適用の評価を行った。その他、これらに付随す

る行動として、一般的な製造物の安全性に関する指令の実施に関する研

究、迅速警報システムの改善、適切な標準化機関に新しく改善された安

全基準を発展させることを要請することが挙げられる。

2. 16 報告書の第3章第3節ー欧州連合の消費者の経済的利益の完全

な尊重

「欧州連合の消費者の経済的利益の完全な尊重jの中の「金融サービ

スにおける消費者に友好的な域内市場の発展Jという行動領域において、

1997年に金融サービスに関する検討文書が採択された。 1998年には、消

費者金融サーピスの遠隔販売に関する指令案が出された。これに伴って、

構成田における事前情報の条件の目録の編集が2000年に完成した。 1986

年の消費者信用指令が1990年と1998年に修正された。 1997年には、電子

支払手段に関する勧告が出された。これは銀行預金口座へのアクセスと

電子マネーに関するものである。この1997年の勧告を実現するための研

究が開始され、 2001年に報告書として完成する予定である。電子マネー

を扱う団体の営業の開始・遂行・慎重な監督に関する指令が2000年に採

択された。金融サーピス行動計画において、統合的な消費者市場の確立

が必要とされ、保険仲介業者の規律が優先事項とされた。 2000年に、保
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険取次ぎに関する指令案が採択された。委員会は加重債務に関する 2つ

の研究を開始した。一方は統計データーを集めることで、他方は構成国

の加重債務に関する立法を再検討することである。これに伴って、消費

者信用指令が修正される予定である。 2001年には、クロス・ボーダーな

紛争に対して、裁判外紛争処理ネットワークが構築された。

「消費者にとっての単一通貨jと題する行動領域では、新通貨のユー

ロに慣れるための措置として、情報提供と訓練のための道具の発展を促

すこと、身体障害者の要求を満たす消費者団体と非政府組織からの訓練

者の集まりに資金援助が行われた。二重の価格表示と地方の監視機関・

銀行料金・消費者に対する情報提供に対する産業界の反応に関するモニ

ターが行われた。消費者の反応に関するモニターも行われる予定である。

「最新の情報を採り入れた規律枠組みの維持jという行動領域におい

て、現行法の効果のモニターと新しい立法に対する配慮の必要性がある。

特別な分野においては、外部の専門家による研究に依拠した。委員会の

広い目的は、立法枠組みを簡略化することである。たとえば、誤解を生

じさせる広告と訪問販売に関する指令の場合が挙げられる。

「現行法のより良い実施とモニターJという行動領域では、法の実施

とモニターの過程の改善が行われた。共同体立法を構成田法に置き換え

る以前は、構成固との非公式の対話が行われた。たとえば、 1999年に行

われた単位価格、遠隔販売、比較広告、差止命令の分野がある O 計画中

なのは、消費財の売買と保証に関する指令についてのものである。非公

式の対話は、共同体立法を構成国法に置き換えた以後も行われた。たと

えば、不公正条項指令の適用と遠隔販売・比較広告に関する消費者の苦

情についての報告書の作成が挙げられる。国際市場監視ネットワークの

欧州加盟国間の非公式な協力と情報交換の条件の改善を奨励した。当該

ネットワークの会議が1999年、 2000年、 2001年に開催された。しかし、

非公式な協力には限界があるので、正式な制度が必要とされている。正

式な制度の対象となるのは、体系的に諸問題を確認し、取り組むための

モニターの発展、共同体に消費者政策の実施権を与えること、委員会が

構成国の消費者政策をモニターするアムステルダム条約の役割を実行す

るために必要な枠組みを提供すること、非立法手段による協力の綱領を

提供すること、加盟候補国の行政当局が加盟の促進のために実施メカニ
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ズムを改善することができる枠組みを提供すること、である。消費者保

護の将来に関するグリーン・ペーパーを作成し、特に委員会と構成国聞

の枠組みを発展させる。

「公共利益サービスjと題する行動領域では、 1996年と2000年に、公

共利益サービスに関する検討文書が出された。 2000年の検討文書の主要

な目的は、入手可能な価格で質の高いサーピスに対するアクセスを提供

することである。消費者理事会は2000年に域内市場における公共利益

サーピスに関する宣言を採択した。さらに、 2000年には、公衆のサービ

スとユーザーの権利に関する指令案を含む電子コミュニケーション・

ネットワークとサービスに関する法律案、郵便指令修正案、欧州連合に

おける航空機乗客の権利の保護に関する検討文書が出された。公共利益

サービスに関する世論調査も行われた。

「消費者の経済的利益を欧州連合の他の政策により良く統合すること」

という行動領域において、消費者の利益を配慮する方針を示している分

野は、域内市場(電子商取引と金融サービスを含む)、情報社会政策(電

気通信を含む)、競争政策、運送政策(航空運送を含む)、視聴覚政策、

ユーロの導入、エネルギ一政策、農業政策、漁業政策、欧州調査領域で

ある。消費者の利益を配慮する場合に、よりしっかりした体系的な基礎

が必要となっている。

2. 17 報告書の第4章一現行の行動計画から学んだ教訓

第3章の欧州連合全体における消費者の発言力の強化、欧州連合の消

費者のための高いレベルの健康と安全性、欧州連合の消費者の経済的利

益の完全な尊重、という三つの観点からの行動計画の実施状況に関する

報告から得られた教訓は、行動計画を実施する際の柔軟性という有益さ、

欧州連合の消費者政策により戦略的なアプローチを採用する必要性、当

該欧州共同体の全ての政策に消費者という次元を効果的に統合する重要

さ、である。これらの教訓を個別的に言及する。

まず、行動計画の実施における柔軟性について、行動計画は事情の変

化に対応できる動的なプロセスの基礎と考えられるべきだとする。現行

の行動計画の調整分野は、食品安全を最も重要な問題として扱う必要性
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と電子商取引の迅速な発展に関するものである。

より戦略的なアプローチについては、現行の行動計画には十分に構成

された基礎的な戦略がないので統一性を欠いているという批判に答えて、

統一的な消費者政策の基礎となる体系的・戦略的アプローチの必要性が

唱えられている。このアプローチの必要な分野は特に、データー・ベー

スの発展と影響評価技術の導入の分野である。データー・ベースの発展

の一歩として「事実と数字におけるヨーロツパの消費者」という出版物

は特筆に値する。消費者戦略の統一性と行動の有効性の影響評価は計画

の実行の前後で行われる。影響評価技術が効果を発揮する分野は、確認

された目的を達成するためにどんな政策と行動が最も適当かを決定する

場合と期待された影響が実務で達成されたかを実証する場合である。評

価が実際に行われた具体例として、 2000年の持続的な消費に関するパイ

ロット・プロジェクト、 2000年の情報科学に基づく仮想の消費者世界に

関するプロジェクト、 2001年の食品の安全性のキャンペーンがある。欧

州消費者団体に供与された財政援助の評価は進行中で、 2001年に提出さ

れる O また、現行の行動計画の外部評価も必要とされている。

効果的な統合では、消費者保護はすべての政策の不可欠な部分となる

ことが必要であるので、効果的な統合が必要であることが提言されてい

る。効果的な統合のためには、体系的な調整機構が必要であって、消費

者政策に関するサービス相互間の永続的なグループを設立する。この組

織は優先領域を確認し、より先を見越して行動するアプローチを容易に

するのである O

補完的な行動として、消費者の意見を反映したより良い政策統合を達

成するために、再構成された消費者委員会が重要であると考えられてい

る。消費者委員会が有効に機能するために、欧州委員会は政策インシア

テイブの構想段階から消費者問題の情報提供を消費者委員会に行う。消

費者団体による伝統的なチャンネルの補完として、相互作用(対話)に

よる統治を改善するためにインターネットを利用する。この目的を追求

するための二つの行動が提案されている。たとえば、媒介手段を通した

自発的なフィードパックの収集と確認された問題に関する協議である。

このための情報のフィードパックを提供する機関 (SignpostServiceと

Euroguichets)が存在する。
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将来の政策発展に関連するその他の考慮事項について、現行法が実務

において効果的であることを確保することが必要であると認識されてい

る。それ故、共同体立法が構成国法に置き換えられ、構成国機関によっ

て効率的・体系的な仕方で実施されることが重要である。さらに、構成

田機関の協力による集団的な消費者の権利の保障が必要である。消費者

の個人的権利の保障メカニズムが重要であり、特に司法へのアクセスの

保障が必要である。

加盟国拡大に伴う候補国において、欧州連合の消費者保護の措置が引

き継がれている。

2. 18 報告書の第5章一結論

報告書の最後に簡単ではあるが、結論がある。この中で次の行動計画

の方針が指摘されている。たとえば、消費者政策と行動に関する将来の

提案は堅固な基礎の上に築かれ、統一的で、戦略的な枠組みから生まれ、

幅広い透明な協議プロセスから受益し、モニターと影響評価の厳格なシ

ステムに服することである。

2. 19 討論文書一「消費者政策の戦略のための理念J(6)

直前の行動計画は、 1999年から2001年までの3年間の行動計画であっ

た。したがって、 2001年以降の消費者政策の行動計画を立てる必要があ

る。そのために、前述した報告書が作成された経緯がある。 1999年から

2001年まで、の行動計画は三つの柱に沿って消費者政策を展開し、成果を

得た。しかし、今後の課題も残されていた。これが報告書の第4章の教

訓の個所で指摘されていた。討論文書における次のステップは報告書の

第5章の結論で述べられた次の行動計画の方針に基づいている。

新しい戦略を基礎づける重要な要素は、消費者にとって本当の域内市

場を創造すること、経済的・技術的変化に対応すること、消費者利益を

あらゆる域内市場の政策に統合すること、欧州連合の拡大に備えること、

欧州連合と市民との聞の統治、である。

これらの重要な要素が考慮された中期目標は三つある。すなわち、欧
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州連合における調和的な高いレベルの消費者保護、消費者保護ルールの

効果的な実施、消費者団体を欧州連合の政策に適切にかかわらせること、

である。これらの三つの目標は、それぞれ個別的な目標を含んでいる。

まず、欧州連合における調和的な高いレベルの消費者保護の場合にお

ける個別的な目標は、消費財とサービスの安全性を確保すること、産業

界と消費者との聞の商取引慣行に関する規律をより調和化すること、消

費者のために司法へのアクセスを確保する措置を採ること、消費者契約

を規律する私法の一般的枠組みを立てること、消費者利益に特別な考慮

と体系的な考慮を行うメカニズム、運送・エネルギー・金融サービス・

国際取引のような領域の消費者政策に関する協力の強化、である。

消費者保護ルールの効果的な実施の場合における個別的な目標は、消

費者と市場に関する情報とデーター、構成国間の行政的な協力、消費者

に対する情報提供と教育、紛争解決の援助、消費者団体の援助、である。

消費者団体を欧州連合の政策に適切にかかわらせる場合における個別

的な目標は、欧州連合レベルで消費者団体の参加のためのメカニズムを

検討すること、消費者団体に対する援助の提供と消費者団体の能力の構

築、である。

この「消費者政策の戦略のための理念」という討論文書は期限付きで

公の意見を聴取した。その結果、消費者団体と産業界から多くの意見が

寄せられた。この意見を参考にしながら策定されたのが、 2002年から

2006年までの消費者政策戦略である。

2. 20 検討文書一「消費者政策戦略2002ー2006J(7)

2. 20. 1 序説

新しい消費者政策戦略は三つの目的を持っている。すなわち、高い共

通のレベルの消費者保護、消費者保護ルールの効果的な実施、消費者団

体を欧州連合の政策に関係させること、である。これらの目的の趣旨は、

消費者の関心事を欧州連合の他のあらゆる政策に統合することを達成す

ること、消費者のために単一市場の利益を最大限に活用すること、欧州

連合の拡大を準備すること、である。これらの三つの目的から出てくる
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行動計画として考えられているのは、高い共通のレベルの消費者保護に

ついては、欧州連合の消費者保護に関するグリーン・ペーパーが取り組

んでいる商取引の慣行問題を引き続き追及することやサービスの安全性

に関するイニシアテイブである。消費者保護ルールの効果的な実施につ

いては、構成国間の行政協力枠組みや消費者のための補償メカニズムの

発展である。消費者団体を欧州連合の政策に関係させることについては、

欧州連合の政策決定に消費者団体を参加させるメカニズムの検討や教育

と能力形成プロジェクトの設立である。

消費者政策の対象は、市場における消費者に関連する安全性・経済問

題・法的問題、消費者に対する情報提供と教育、消費者団体の促進、他

の利害関係人と共に消費者団体が消費者政策の発展に寄与すること、に

関する。しかし、食品安全の問題は別に扱われる。この問題は2000年の

食品安全白書で対策が講じられている。

2. 20. 2 新しい消費者政策戦略の原理

消費者政策の水準について、消費者政策は重要な健康と安全性に関す

る必要条件を提供すること、経済的利益の保護は高いレベルの保護を確

保するようにすること、欧州連合全体の市民の期待に応ずること、が挙

げられている。多くの場合は市場行動についての措置に関する。

消費者政策の理解のためや政策決定のために消費者に権限を与えるこ

とが考えられている。これは消費者自らの利益を促進する能力に関する

ものである。消費者が欧州連合全体で国境を越えて買い物をすることに

自信を持つことを確保する統一的な共通の環境を設定することが目的と

された。

消費者の関心事をすべての政策分野に体系的に統合することが行われ

てきた。さらにこの統合を推進する。消費者政策の遂行は欧州連合と構

成田機関の共同責任で行われる。

消費者政策戦略は消費者に対する影響によって評価される。そのため

に三つの方法が必要であると考えられている。消費者政策戦略の原理を

あらかじめ明確に定めること、当該戦略の進捗状況を規則的にモニター

すること、個別的な行動を明確に評価すること、である。
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政策決定者と消費者にとって情報が不可欠である。そのために、市民

との対話・出版物・ウェッブサイトを通じて情報提供が行われる。この

情報の内容は、一般的な量的なデーター(消費、生活条件、その他の社

会・経済的側面)、消費者の活動と結びついたデーター、消費者の経済

的利益(価格)、である。量的なデーターは質的なデーターによって補

充される。消費者の苦情のモニターとこの処理はより良い情報にとって

重要なものである。それ故、消費者と市場に関する情報とデーターにつ

いてのデーター・ベースが必要となる。そのために、「ヨーロッパにお

ける消費者 事実と数字Jという名の出版物の継続、消費者物価の調査、

欧州指標、公共利益サービスに関するフォーカス・グループの調査、国

境を越えた消費者問題・消費者情報・代表に関する欧州指標調査、消費

者の満足に関する指標の発展、対話的な政策決定イニシアテイブの利用、

科学調査の利用、が採り上げられている。

消費者政策戦略を基礎づける重要な要素として、ユーロ、社会・経済・

技術的な変化、域内市場の完全な利益を得ること、ガパナンス改革の実

施、欧州連合の拡大の準備が考えられている。

ユーロの導入は国境を越えた取引に対する心理的な障害を除去し、価

格の比較を可能とした。社会・経済・技術的な変化については、インター

ネットの浸透率が増加したこと、これに伴って電子商取引が増大したこ

と、サーピス分野が成長したこと、が挙げられる。域内市場の完全な利

益を得ることについて、欧州全体における異なった構成国の規制などに

よる価格差の存続、構成因聞における異なった消費者保護ルールが自国

における消費者の選択肢を制限していること、消費者保護の点から見て

クロス・ボーダー取引における消費者の信頼が欠けていることから、域

内市場のルールと慣行がクロス・ボーダー取引において消費者の信頼を

確保すべきであることが導き出されてくる。したがって、より簡明な共

通するルール、類似のレベルの法の実施、よりアクセスできる消費者情

報と教育、より効果的な救済メカニズムが必要となってくる。また、ク

ロス・ボーダー取引の現実的な可能性が地方の市場における競争に対し

てドミノ効果的影響を与えるとする。ガパナンス改革の実施については、

市民のための具体的利益を作り出すことや消費者を政策の発展と実現に

かかわらせることが重要である。それ故、良い統治の五つの原則(開放
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性、参加、説明義務、有効性、統一性)は消費者政策に当てはまるとす

る。欧州連合の拡大の準備について、欧州拡大に伴って、新しい規律・

実施構造と消費者保護に対する新しい態度が必要である。

新しい消費者政策戦略は2002年から2006年までで、三つの中期目標を

持ち、短期の段階的な計画に含まれる行動計画によって実施されること

になっている。

2. 20. 3 新しい消費者政策戦略の政策目的

三つの中期目標は、高い共通のレベルの消費者保護、消費者保護ルー

ルの効果的な実施、消費者団体を欧州連合の政策にかかわらせること、

である。

高い共通のレベルの消費者保護の達成のために重要な政策は、欧州連

合全体における共通の消費者保護ルールと慣行を確立することであるO

消費者保護ルールの効果的な実施については、法の適切の実施とより統

一的な適用が必要であり、公共機関は相互に協力すべきであるとするO

消費者団体を欧州連合の政策にかかわらせることは、内容とプロセスに

関するものである。これらの中期目標は相互に結びついており、独立し

たものではない。

優先的な行動は越境的な問題に関するものである。消費者の関心事を

他の政策に統合することや欧州連合の拡大の準備は優先事項となる。

2. 20. 3. 1 欧州連合全体における高い共通のレベルの消費者保護

この目的は、財とサービスの安全性や消費者に信頼を与える経済的利

益の状況を調和させること、商取引の慣行と消費者契約上の権利に関す

る共通の単純かつ明瞭な EUルールと安全性の条件を設定すること、現

行の EUルールの聞のギャップを埋めること、規制の別の形態を十分に

利用することによって企業と消費者の責任を強化することを意味する。

この目的の実施のためには、欧州連合の他の政策が体系的に・特別に消

費者利益に取り組むことが必要とされている。また、消費者にとって重

要で、高いレベルの保護を確保する規定はあらゆる欧州連合政策の策定

北j去55(1・306)306



EU私法の展開(1)

において完全に考慮される。消費者政策に関しては、政策の全範囲と影

響を受けるグループに対する影響評価が行われる。

消費財の安全性について、高くて継続的な保護が必要である。サービ

スの安全性については、運送以外の領域も共同体の行動が不可欠である。

それ故、一般的な製造物の安全性に関する改定指令の実施、特に安全基

準の発展が必要である。サービス分野では、サービスの安全性に関する

適当なイニシアテイブ、特別な安全性問題に取り組むことが必要である。

化学薬品に関する新法を準備する。

商取引慣行について、現行の EU消費者保護指令の検討・改革するこ

と、当該現行法を最新の状態にすること、当該現行法を最小限度の調和

から完全な調和的措置へと適合させること、が必要である。 2002年に消

費者保護のグリーン・ペーパーの継続的な検討文書を提出する。

タイムシェア一指令とパック旅行指令は完全な調和を達成するために

改革する必要がある。価格表示に関する指令も検討する。

欧州契約法の検討文書を継続的に検討する。その際に、規制的措置と

非規制的措置を提案する。非規制的措置の場合には、調査活動を統合・

調整することを提案する。この過程で、現存する矛盾の除去・ギャップ

の補充・単純化のために、現行消費者契約法を再検討する。これには、

クーリング・オフを規定している指令のクーリング・オフ期間を調和化

するための再検討を含む。

金融サービスについて、クロス・ボーダーな金融サービスの供与を容

易にすること、消費者の適切な保護を確保すること、クロス・ボーダー

取引における消費者の信頼を増大させること、が必要となっている。そ

のために、消費者信用指令の改革、域内市場における支払いのための包

括的な法的枠組みの提案、証券の分野における市場の濫用と目論見書に

関する指令案、投資サーピス指令の改正、上場会社の透明性義務に関す

る提案、を行う。

電子商取引に関して、トラストマークの条件とこの条件の実施をモニ

ターする構造に関する合意に基づいて、電子商取引における消費者の信

頼に関する勧告の採択と当該合意の実施をモニターする仕事を行う。意

識の向上・技術的援助・規制・国際的調整を含む電子商取引の安全性を

改善する措置を行う。
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公共利益サービスの対象は、運送・エネルギー・電気通信・郵便であ

る。この分野では、公共利益サーピスに対する公衆のアクセスの保障と

公共利益サービスの高い品質および入手可能性が重要である。サービス

の品質表示が欠如しているので、公共利益サービスの水平的評価を導く

方法を定める検討文書を出す。運送の分野では、航空運送に関する消費

者の保護措置を他の運送に広げること、特に鉄道・海上運送・都市運送

サーピスに広げることが提案されている。エネルギ一分野では、電気・

ガス市場の競争化が必要である。さらに、電気の場合の公共サービスに

対する権利を含む消費者の基本的権利、最低限度の契約条件、価格と料

金表に関する情報の透明性、無防備な顧客を保護する措置、費用の少な

い透明な苦情処理と紛争解決メカニズムの利用可能性が必要である。域

内の電気・ガス市場のルールの実施のモニター、特に消費者の影響に関

するものを続ける。将来のための幅広いエネルギーの選択肢の研究を行

つ。

世界貿易機関や二者協定などにおける消費者利益の促進と保護を行う。

このために、消費者団体と協議する。国際標準化における消費者の参加

を促進する。

2.20.3.2 消費者保護ルールの効果的な実施

構成田の間における法の実施協力について、構成田の聞の消費者保護

に関する法の実施協力のための法的枠組みが提案されているO 構成国の

実施機関の代表からなる委員会を設立することを含んでいる。一般的な

製造物の安全性に関する改定指令には、すでに実施協力が導入されてい

る。現存する非公式の協力は存続する。

「国際マーケテイング監視ネットワークーヨーロッパ (IMSN-

Europe) Jという団体の構成員の聞の永続的・体系的な情報交換を確保

するために、情報交換のための現在のウェッブサイトを発展させ、法の

実施関連の情報を登録するデーター・ベースを発展させる。

不公正契約条項 (CLAB)のデーター・ベースを完成・改善する。こ

のデーター・ベースには、判決・行政機関の決定・自発的合意・裁判外

の解決・仲裁裁定が含まれる。

北法55(1・304)304



EU私法の展開(1)

財とサービスの安全性に関する情報とデーターについて、迅速警報シ

ステムと製造物に関連した傷害に関するデーターの収集・交換のための

計画を発展させる。迅速警報システムの実施は、一般的な製造物の安全

性に関する改訂指令の実施の一部として行われる。サーピスの安全性と

特定のサービス部門の事故に関するデーターと情報の収集・評価・交換

のための制度の発展は、サービスの安全性に関するイニシアテイブの一

部として行われる。傷害防止計画に基づく製造物に関連した傷害に関す

るデーターの収集・評価のための現行制度は、新しい健康計画の一部と

して継続し、適切な特別なイニシアテイブによって強化される。加盟候

補国における適切な行政構造と法の実施権の確立に援助する。加盟候補

国は一般的な製造物の安全性に関する改訂指令の実施にかかわり、強化

された迅速警報システムに参加する O

救済について、欧州裁判外ネットワーク (EEJ-Net) を構成田ととも

に発展させる。この制度は、 1998年と2001年の委員会の勧告による諸原

理の適用を奨励することによって代替的紛争解決手段のための最低限度

の保障を行う O 金融サービスに関するクロス・ボーダーな苦情を処理す

る裁判外のネットワーク (FIN-NET) を発展・改善させる。欧州全体の

代替的紛争解決手段、特にオン・ライン制度を発展させる。代替的紛争

解決手段に関するグリーン・ペーパーを採択した。オン・ライン紛争解

決に関する検討文書を提案する。

欧州消費者センター (Euroguichets)について、欧州消費者センター・

ネットワーク (ECC-network) をEU構成田と加盟候補固において築き

上げる O 現在の構成国と加盟候補固に各一つの欧州消費者センターがで

きることが望ましい。委員会が消費者のニーズを確認するのを助けるた

めに、欧州消費者センターは委員会のイニシアテイブである「相互作用

(対話)による政策決定Jに参加する。

民事事件の司法協力について、アムステルダム条約によって導入され

て、タンペレ欧州、|理事会によって発展させられた民事上の協力規定を効

果的に実現する。この分野の措置の採択と実施の進捗状況をモニターす

るための「スコアボードjを一定間隔で最新の状態にする。民事・商事

事件における裁判管轄と判決の承認と執行に関する EU規則は、消費者

関連の規定を持つ。契約上および契約外の債務に適用される新しい準則
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が設定される。つまり、国際私法に関する共同体のルールを確立する際

に、消費者の利益を考慮する意図を持っているのである。

消費者団体に対する援助について、消費者団体が持っている差止命令

の利用と市場監視を媒介とした法の実施に対する役割を考慮して、 2003

年に一般的な製造物の安全性に関する改訂指令との関連で、市場監視に

関する消費者団体のための特別な訓練コースを作る。構成固との間で調

整的なイニシアテイブも開始することに努める。

2.20.3.3 消費者団体を欧州連合の政策に適切にかかわらせるこ

と

この目的を達成するために、消費者団体を欧州連合の政策決定・遂行

に参加させるメカニズムを再検討する。まず、そのために、審議過程に

参加する条件を立てる必要がある。これに関連して、委員会の審議過程

の運営のための最低限度の必要条件を設定する検討文書が委員会に提出

される。審議機関とワーキング・グループに消費者が参加することは消

費者の利益を全ての政策に反映させるために重要であるが、審議機関と

ワーキング・グルーフ。の増大に伴って消費者の代表が一般的な統合・調

整方法を欠いている O それ故、多様な諮問機関の活動に関する透明性を

拡大させ、消費者団体が政策領域を横断的に代表しているのかどうかを

検討する。

公共政策を達成するために標準を利用する場合に、標準化過程の透明

性と利害関係者の効果的な参加が必要である。そのために、標準設定機

関の作業に消費者をより良く参加せせることを検討する。標準化作業は

EUレベルと構成田レベルがあるので、委員会と構成国は EUレベルの

作業を調整し、消費者の代表が構成国レベルで参加することに協力する。

さらに、その他の EU機関の政策決定における消費者の参加を改善する

ため方法を検討する。

消費者に対する情報提供と教育について、委員会のウェッブサイト・

「消費者の声jニューズレター・情報提供キャンベーン・欧州消費者セ

ンターネットワーク (Euroguichets)などの多様な情報提供手段を発展さ

せてきた。さらに、消費者の対する情報提供政策を改善する O 若者に対
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する「たばこの防止」に関する情報提供キャンベーンを行う。 EUレベ

ルにおける教育に関する措置の対象は、国境を越えた取引に関する特別

な問題、消費者の権利、構成田の聞の経験と良い実践の交換である。オ

ンラインの相互作用(対話)による教育手段を発展させる。これは、金

融サービスのような国境を越えた取引や域内市場における消費者の権利

に関する消費者団体のスタッフの訓練に役立つ。このために、構成田と

消費者団体が発展させてきた最善の実践を利用する。

消費者団体の援助と能力の形成について、消費者問題専門家の訓練計

画を行う。これは欧州連合の消費者政策の形成にとっての効果的な関与

を意味する。それはまた、消費者団体の援助を提供する現行の措置と結

び付いている。 2002年に消費者のための共同体活動に関する新しい一般

的な枠組みを設定する提案を行う。加盟候補国もこれらの活動に参加す

る。

2. 21 検討文書一「消費者戦略2002ー2006Jに関する動向

2. 21. 1 欧州連合レベル

検討文書一「消費者戦略2002-2006Jに関して、 2002年12月2日に欧

州理事会が決議を採択した(8)0 2003年2月26日には欧州経済社会委員会

が意見を提出した(9)0 2003年9月15日には「消費者戦略2002-2006Jの

実施計画の検討文書が出された(10)。

欧州理事会の決議は、欧州委員会、欧州委員会と構成国、構成国に分

けて要望を出した。欧州委員会に対する要望は、他の政策においても高

いレベルの消費者保護を優先すること、公共利益サービスにおいて消費

者の利益を保護すること、一般製造物安全指令に基づくガイダンスと適

切な基準を発展させること、サ)ピスの安全性と取り組むための選択肢

の分析を行うこと、化学製品の分野のような安全に関する部分的な共同

体法を発展させること、消費者保護のグリーンペーパーとの関連で可能

な措置を採ること、消費者共同体法の検討とその実現の報告、金融サー

ビスのための域内市場を完成させる提案を出すこと、 e-Europe 2005と

の関連で安全性・良い実践・安全性に対するリスクの意識を促進するた
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めの措置を採ること、 e-Europe 2005との関連で域内市場における電子

支払いを含めた越境取引における消費者の信頼を高める措置を採ること、

欧州契約法検討文書のフォローアップの仕事の結果を提出すること、二

国間および多国間の国際取引における消費者利益を促進すること、であ

る。

欧州委員会と構成国に対する要望は、構成国における法執行システム

を検討し、法執行機関と欧州委員会との聞の法執行の協力を強化する可

能性を検討すること、これとの関連で構成田聞における消費者保護に関

する協力を強化する提案を出すこと、司法上の救済の他に代替的紛争解

決手段を発展させること、共通のアプローチを発展させる可能性と消費

者統計およびその他のデーターの目的を明らかにすること、消費者共同

体法の提案は消費者戦略の目的と一致していること、消費者団体の独立

行動・産業界とのバランスのある対話・共同体政策立案への参加を可能

とする援助をすること、消費者団体と産業界との聞の対話を促進し、自

己規律と共同規律の作成の仕事に参加すること、欧州・構成田レベルに

おける標準化作業の中で消費者利益を代表すること、立法と政策との関

連で消費者団体と協議すること、である。

構成固に対する要望は、消費者政策戦略の目的が構成国の政策で考慮

されることである。

これらの要望から欧州共同体で特に必要とされている消費者戦略の具

体像と重点を予想することができる。

欧州経済社会委員会は「消費者戦略2002-2006Jについて多数の賛成

を得て、意見書を公表した。この意見書は一般論を述べた上で、個別的

にユーロ、安全性、商慣行、消費者契約、金融サービス、電子商取引、

公共利益サービス、世界貿易機関、法執行、消費者団体との協議、消費

者に対する情報提供と教育に分けて論じていた。これらの中で安全性、

商慣行、消費者契約、金融サービス、電子商取引、公共利益サービス、

法執行について言及する。

安全性に関して、欧州委員会の個別的な実施計画に賛意を示した。家

庭内の事故とレジャーにおける事故が多いので、製造物責任に優先事項

が与えられるべきあるとする。それ故、欧州家庭・レジャー事故監視制

度の拡大を求めている。また、消費者の安全性に関する公衆の意識を高
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めるための措置を求め、標準の開発とサービスの安全性に関する行動計

画に賛成している O

商慣行について、消費者保護のグリーンペーパーで示されている法典

のような一般法のアプローチに賛成している。過度の詳しい規律には反

対し、共同規律のような実際的な代替策を求めている。最大限度の消費

者保護の調和化を進めるべきであって、枠組み指令の方法によるとする。

消費者政策を体系的に EU法にすることに価値を見出し、責任のある理

事会の説明と消費者政策の効果の表示を要求している。消費者との協議

や消費者を委員会等に任命する手続きと消費者を援助する資金供給方法

に関する手続きの明瞭化を求めている。遠隔売買・タイムシェアリン

グ・パッケージ旅行・価格と保証の表示を含めた指令の検討と修正を要

求した。

消費者契約については、現行法の改善と共通のクーリングオフ期間に

賛成している。

金融サービスに関して、新しい法的枠組みが考えられている O この内

容は、間違った売買の場合におけるクレジット発行者による特別な消費

者保護、オンラインのクレジット・銀行カードの安全性の確保(個人識

別番号、電子署名)、オンラインによる子供たちの少額銀行口座の設置

などである。

電子商取引の分野では、子供たちによるインターネット利用の保護、

オンラインによる代替的紛争解決手段が取り上げられた。

公共利益サービスについて、消費者の代表、低所得者層や加盟予定国

の必要、公共利益サービスの広範囲な性格から生ずる統一、特に輸送手

段の統ーが重要で、フライトの取消と予約過剰の場合の補償や能力障害

者の配慮などが強調された。

法執行の分野では、規則と指令の効果的な実施と執行機関の間の協力

に閲する公約の道守を欧州委員会に求め、法執行のあり方を分類した。

たとえば、データー収集と評価のシステム、情報の迅速交換システム、

単一の行政組織に属する権限のある機関からの職員を有する構成国の執

行システム、個人消費者のための司法への迅速なアクセス (EEJ-NET，

ADR) というように分類して、推奨した。

結論として、「消費者戦略2002-2006Jに関する欧州委員会の検討文
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書を支持した。特に最大限の調和化と最高レベルの消費者保護に賛成し

た。電子商取引指令の早期実現、強力な法執行と執行機関の協力、教育

を含めた他の政策への消費者政策の反映を強調したのである。

「消費者戦略2002-2006Jの実施計画の検討文書から、消費者戦略の

実施状況と評価を見ることにする。当該検討文書は消費者戦略の三つの

目的ごとに分類され、当該目的のもとで個別項目ごとに整理されている。

最初の目的である「高い共通のレベルの消費者保護」では、消費財と

サービスの安全性、消費者の経済利益に関する立法、消費者契約を規律

する法、金融サービス、電子商取引、公共利益サービス、競争、環境、

国際貿易に分かれている。

消費財とサービスの安全性の分野では、サービスの安全性に関する検

討文書が公表され、サービスの安全性に関する欧州委員会の提案が出さ

れている状態である。製造物の安全性に関する延しい一般製造物安全性

指令と製造物の安全性に関する共同体法との間の調整を行うガイドライ

ン、危険な製造物の製造業者と流通業者による通知のガイドライン、製

造物の安全性に関する基準のレファランスを公表し、新しい標準化命令

を開始する決定は進行中である。しかし、製造物の安全性基準の評価を

行う決定はすでに行われた。個別的に化粧品の安全性に関する指令の改

正案が完成した。玩具に関する指令の改正と電気製品の安全性を規律す

る低電圧指令の改正が進行中である。ホテルの安全性に関する改正勧告

の提案も進行中である。

消費者の経済的利益に関する法律分野では、消費者保護に関するグ

リーンペーパーのフォローアップ文書、域内市場に対する消費者と企業

の行動に関する詳しい調査、不公正な商慣行に関する指令案が完成した。

個別的に、消費者保護法の検討のための戦略を定める丈書、タイムシェ

アリング指令の修正、パッケージ旅行指令の修正、価格表示指令に関す

るレポート、差止命令指令に関するレポート、遠隔売買指令に関するレ

ポート、消費財の売買と保証に関する指令のレポートが進行中であるO

差止命令指令の修正案が公表された。

消費者契約を規律する法分野において、欧州契約法に関する検討文書

のフォローアップとして「より統一的な欧州契約法jに関する検討文書

が公表された。「より統一的な欧州契約法jに関する行動計画のフォロー
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アップが進行中で、共通の枠組みを作成する場合の優先事項が決定され

る予定である。現行の消費者契約法の再検討はまだ行われていない。こ

れは共通の枠組みを考慮して行われる予定である。

金融サービスの分野では、消費者信用指令の改正案が提案され、審議

されている。金融サーピス行動計画とロードマップで示された措置が実

現の途上にある。非現金支払手段に関する小売支払と詐欺防止行動計画

と、域内市場における支払いの包括的な法的枠組みに関する検討文書と

法律案が進行中である。

電子商取引の分野については、電子商取引における消費者信頼に関す

る勧告と、電子商取引の安全性を改善する措置が進行中である。

公共利益サービスの分野で一般的な事項としてすでに行われたのは、

公共利益サービスに関するグリーンペーパーの公表と、同一レベルでの

評価を行う方法論に関する文書の公表である。その他、政策・評価・モ

ニターに対する消費者代表者の関与と消費者の満足のモニターが進行中

である。

公共利益サービスの中の運送の分野では、航空機乗客の権利を保護す

る措置を他の運送形態に拡大する法律案、航空運送契約に関する条件に

ついての規則案、航空運送における可動性の限界を伴う乗客の権利に関

する規則案、航空サーピスの質に関するレポートの発行、国際鉄道乗客

の権利憲章の促進などが進行中である。

公共利益サービスのエネルギーの分野では、水・電気・ガスに関連す

る措置が進行中である。郵便サービスの分野では付加価値税に関する修

正指令案が公表された。郵便サービス分野の域内市場ルールの実現のモ

ニターが進行中である。電気通信分野では、電気通信市場ルールの実現

のモニターが進行中である。

競争の分野では、合併の効率性と機能に関する研究、消費者に競争政

策とその影響を情報提供する行動等が進行中である。

環境の分野において、環境と健康に関する検討文書の作成、統合的な

製造物政策に関するホワイトペーパーの作成、揮発性有機化合物の放出

の制限に関する指令案の公表、燃料の節約と CO2の放出に関する情報提

供に関する勧告の採択が行われた。 EUエコラベル、化学製品に関する

提案、持続可能な消費に関するイニシアテイブが進行中である。
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国際貿易の分野においても、消費者利益を促進する措置が採られつつ

ある。

二つ日の目標は、「消費者保護ルールの効果的な実施Jである。この

分野は構成国の聞の法執行の協力、製造物およびサービスの安全性に関

する法執行、救済手段、消費者団体への援助に分かれている。

構成田の聞の法執行の協力の分野では、行政上の協力の法的基礎に関

する法律案の公表、国際マーケテイングのためのウェッブサイトとデー

ターベースの制度の確立があった。その他に、不公正契約約款のデーター

ベースを最新の状態にすることが進行中である。

製造物およびサービスの安全性に関する法執行の分野において、製造

物に関連する傷害のデーターの収集・評価制度、一般製造物安全性指令

の迅速警告システムの効果的な機能に関するガイドラインの作成、一般

製造物安全性指令に基づく製造物安全性ネットワークの形成、加盟候補

国の法執行の強化が行われつつある。

救済制度の分野では、代替的紛争解決手段、欧州消費者センタ一、域

内市場における効果的問題解決ネットワークが作られつつある O 民事事

件の司法協力として、最低限の共通ルールを定めた司法へのアクセスの

改善に関する指令が採択された。支払いに関する統一的な手続きを創造

する措置と少額請求の越境訴訟を簡素化・迅速化する措置に関するグ

リーンペーパーが公表され、当該規則案等が作成されつつある。また、

調停を促進する指令案と契約上の債務に適用される法についての制度改

革案が計画されている。消費者団体のための訓練コースが開催される予

定である。

三つ目の目標は、fEUの政策に消費者団体を適切にかかわらせること」

である。この分野では、政策形成に消費者団体を参加させる仕組み、消

費者に対する情報提供と教育、消費者団体の援助と能力形成がテーマと

なっている。

その他に、消費者政策の質を改善する行動計画が存在する。これは影

響評価と知識に基づく政策の発展が考えられている。

2. 21. 2 構成国レベル
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構成田等における「消費者戦略2002-2006Jの実施状況が報告書とい

う形で公表されている。報告書提出国はオーストリア、ベルギー、デン

マーク、フィンランド、フランス、 ドイツ、ギ、リシャ、アイルランド、

イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェー

デン、イギリス、チェコ共和国、サイプラス、ラトピア、リトアニア、

スロベニアである。

これらの国々の報告書のすべての内容を論ずることができないので、

イギリス、フランス、 ドイツに限定して紹介することにする。

イギリスにおいて(11)、「高い共通のレベルの消費者保護」という目標

の中で、消費者に対する授権と保護として、消費者ダイレクト、良い自

動車修理場計画、安全なインターネット・ショッピング運動2002-3、

イギリス消費者信用法、国民借金関連電話、消費者教育計画、消費者に

対する物品の売買と供給に関する法、家庭安全ネットワークが存在する。

消費者の利益は他の政策に日常的に含められている。

「消費者保護ルールの効果的な実施Jという目標の中で、事業法2002、

現代化基金が存在する。

fEU政策に消費者団体を適切にかかわらせることjという目標におい

て、消費者委員会、加盟予定国のためのセミナ一、利害関係者との会合

が行われている。

消費者政策の質を改善する行動計画では、影響評価として、事業法

2002が関係する。知識に基づく政策として、消費者政策のベンチマーク

:イギリス政府比較研究が挙げられる。

フランスにおいて(12)、一つ自の目標である「高い共通のレベルの消費

者保護」の分野では、消費財とサービスの安全性について、電力によっ

て動く移動式の道具によって磨り潰しまたは挽くための回転式研磨用具、

消費者によって制御される温度で食品を保存すること、燃料の消費と二

酸化炭素の放出、エネルギーの消費(エアーコンデイショナ一、電気オー

プン)、織物におけるアゾ染料に関するものが存在する。消費者の経済

利益の保護について、宝石と真珠の取引、製造物とサービスの遠隔売買、

電話サービスに関するものが存在する。金融サービスについて、銀行・

顧客関係、信用と債務超過の防止、銀行・金融商品の訪問販売、債務超

過の対処、景品付きの売買に関するものが存在する。
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二つ目の「消費者保護ルールの効果的な実施jの分野では、競争・消

費・詐欺撲滅のための総局による国家・地域調査、産業生産物の安全性、

消費者の調査研究が行われた。

三つ目の rEU政策における消費者団体の係わり合い」においては、

国家消費者理事会の活動と勧告がある。

ドイツにおいては(13)、「高い共通のレベルの消費者保護jの分野で、

まず一般的な行動計画が策定された。これは消費者保護に関する行動計

画で、 2003年に採択された。

個別的に、消費財とサービスの安全性に関して、設備と製造物の安全

性に関する法律がEU指令の置き換えとして成立した。消費者の経済利

益に関するものとして、不公正な競争を撲滅する法律と付加価値の電話

サービス番号の濫用を撲滅する法律が成立した。電気通信法の修正が行

われつつあり、金融サービスの行動計画に関する指令の置き換え作業と

金融サービスの遠隔売買の置き換えが金融サービス部門として行われる

予定である。子供や若者向けの広告に対する批判的評価のためのキャン

ベーンが行われている。

環境に関して、 EUのエコ管理と監査制度に団体を参加させることが

EU指令の置き換えとして成立した。消費者利益を他の政策に反映させ

る政策も行われている。

「消費者保護ルールの効果的な実施」の分野では、製造物とサービス

の安全性の法執行に関して、化学物質と製造物および設備における EU

指令の置き換えが行われた。代替的紛争解決手段について、オンライン

による売買の場合のオンライン・オンブズマンに関するプロジェクトが

行われつつある。消費者団体の援助・促進に関して、消費者団体の上部

組織の援助、標準化における消費者利益の反映が行われている。

「消費者団体を EU政策に適切にかかわらせること」に関する分野で

は、製造物と設備の安全性に関する法律に関連する消費者団体の委員会

への参加、借金助言団体の援助等が実行されている。

消費者政策の質を改善する行動計画に関して、消費者政策と食品政策

に関する科学的助言委員会の設置、消費者政策の原理に関する政治・産

業界との討論セミナーの開催、物品とサービスに関する試験の援助が行

われている。知識に基づく政策については、家庭の多重債務に関する統
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計調査が行われる予定である。

これらの内容から、同ーの目標の下でも、構成国における具体的な措

置は多様なものであることが理解できる。

2. 22 r消費者政策2004-2007Jのための行動に関する財政枠組みの
決定(14)

「消費者政策2004-2007Jのための行動に関する財政枠組みの決定は

2003年1月に提案されて、同年12月に採択された。

「消費者政策2004-2007Jのための行動に関する財政枠組みの決定の

第1条は、当該決定の範囲を定める。当該決定は消費者の利益を保護し、

情報・教育・組織に対する消費者の権利を促進するために構成田によっ

て行われる行動を補充するものと位置づけられている。

第2条は行動の領域で、サービスと食品でない物に関する消費者の健

康と安全の保護、消費者の経済利益の保護、消費者に対する情報提供と

教育の促進、欧州レベルの消費者団体の促進である。

第3条は行動の目的を定めている。三つの目標が定められていて、こ

のことは「消費者戦略2002-2006Jと同じである。たとえば、高い共通

のレベルの消費者保護で、共通の消費者保護ルールと慣行の確立と、消

費者利益を他の政策に統一することによって行われる。次は消費者保護

ルールの効果的な実施で、市場監視、行政上および執行上の協力、不満

と紛争の解決に対する消費者のアクセスによって実施される。また、消

費者利益に影響を与える共同体政策の発展に消費者団体を適切にかかわ

らせることが目標となっている。

第4条は行動のタイプで、第3条で挙げられた目的に沿った具体的な

措置と行動の実行主体を明示している。

第5条は資金、第6条は財政援助、第7条は受取人、第8条は除外、

第9条は第3国の参加、第10条は一貫性と相互補完性、第11条は仕事の

計画、第12条は公表、第13条はモニターと評価、第14条は措置の実施、

第15条は委員会、第16条は施行を定めている。
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